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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月1日(2010.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め油剤でコーティングした光輝性粉体３０～７０質量％を含有することを特徴とする
水中油乳化組成物。
【請求項２】
　光輝性粉体が、二酸化チタン被覆マイカ及び／又は二酸化チタン被覆鱗片状ガラス末か
ら選択される１種乃至は２種以上であることを特徴とする、請求項１に記載の水中油乳化
組成物。
【請求項３】
　油剤が、シリコーン油を５０質量％以上含有することを特徴とする、請求項１又は２に
記載の水中油乳化組成物。
【請求項４】
　シリコーン油が、不揮発性のシリコーン油であることを特徴とする、請求項３に記載の
水中油乳化組成物。
【請求項５】
　さらに、親水性高分子を含有することを特徴とする、請求項１～４何れか１項に記載の
水中油乳化組成物。
【請求項６】
　親水性高分子が、アルキル変性されていても良いカルボキシビニルポリマーであること
を特徴とする、請求項５に記載の水中油乳化組成物。
【請求項７】
　水中油乳化組成物が化粧料であることを特徴とする、請求項１～６何れか１項に記載の
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水中油乳化組成物。
【請求項８】
　光輝性粉体を含有した水中油型乳化組成物の製造方法であって、予め油剤でコーティン
グした光輝性粉体を、水中油型乳化組成物に対して、３０～７０質量％添加することを特
徴とする、水中油型乳化組成物の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（１）予め油剤でコーティングした光輝性粉体３０～７０質量％を含有することを特徴と
する水中油乳化組成物。
（２）光輝性粉体が、二酸化チタン被覆マイカ及び／又は二酸化チタン被覆鱗片状ガラス
末から選択される１種乃至は２種以上であることを特徴とする、（１）に記載の水中油乳
化組成物。
（３）油剤が、シリコーン油を５０質量％以上含有することを特徴とする、（１）又は（
２）に記載の水中油乳化組成物。
（４）シリコーン油が、不揮発性のシリコーン油であることを特徴とする、（３）に記載
の水中油乳化組成物。
（５）さらに、親水性高分子を含有することを特徴とする、（１）～（４）何れか１項に
記載の水中油乳化組成物。
（６）親水性高分子が、アルキル変性されていても良いカルボキシビニルポリマーである
ことを特徴とする、（５）に記載の水中油乳化組成物。
（７）水中油乳化組成物が化粧料であることを特徴とする、（１）～（６）何れか１項に
記載の水中油乳化組成物。
（８）光輝性粉体を含有した水中油型乳化組成物の製造方法であって、予め油剤でコーテ
ィングした光輝性粉体を、水中油型乳化組成物に対して、３０～７０質量％添加すること
を特徴とする、水中油型乳化組成物の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の水中油型乳化組成物は、さらに親水性の高分子化合物を含有することが好まし
い。このような親水性高分子化合物は、乳化物を安定化する効果と共に、多量の光輝性粉
体を水中油型乳化物中に安定に留まらせておくのに効果的である。このような高分子とし
ては、グアガム、クインスシード、カラギーナン、キサンタンガム、カードラン、メチル
セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロ
キシプロピルセルロース、ヒアルロン酸、コンドロイチン硫酸、寒天、カルボキシビニル
ポリマー、アルキル変性されていてもよいカルボキシビニルポリマーなどが例示できる。
これらの中では、アルキル変性されていてもよいカルボキシビニルポリマーが好ましく挙
げられる。このようなカルボキシビニルポリマー類としては、日本サーファクタント工業
株式会社から市販され、炭素数１０～３０のアルキル基でアルキル変性されている「ペム
レン（ＰＥＭＵＲＥＮ；登録商標）ＴＲ－１」、「ペムレン（ＰＥＭＵＲＥＮ；登録商標
）ＴＲ－２」、ＢＦグッドリッチ社（米）から市販されている「カーボポール（ＣＡＲＢ
ＯＰＯＬ；登録商標）１３８２」などがあり、アルキル変性されていないカルボキシビニ
ルポリマーとしては、ＢＦグッドリッチ社（米）から市販されている「カーボポール（Ｃ
ＡＲＢＯＰＯＬ；登録商標）Ｕｌｔｒｅｚ１０」、「カーボポール（ＣＡＲＢＯＰＯＬ；
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登録商標）９４０」などがある。このような親水性高分子は、唯一種を用いても、二種以
上を組み合わせて用いても構わない。本発明の水中油型乳化組成物は、このような親水性
高分子を、０．０５～１質量％含有することが好ましく、０．０８～０．５質量％含有す
ることがより好ましい。これより少ないと乳化系が不安定化するし、これより多いと系の
粘度が高くなりすぎて、塗布性が悪くなり、パール光沢感が不十分となるからである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
＜試験例１＞
　各サンプルを、ガラス製のサンプル容器に充填、密栓をし、２０℃、４０℃の高温恒湿
室で５例ずつ保存し、それぞれ１日後の状態、及び４０℃で３ヶ月後の状態を観察した。
上部への油相の分離状態を以下の評点で判定し、評点を平均した。結果を表１に示す。
変化無し ：３
容器を傾けると僅かな油相が確認できる ：２
そのままで、僅かな油相が確認できる ：１
そのままで、明確な油相が確認できる ：０
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　表１の結果より、本発明に係る化粧料１は、十分な乳化粒子の安定性を有しており、さ
らに、肌への光輝性粉体の付着性にも優れていた。これに対して、比較例１では、乳化粒
子が破壊されて、油相が直ぐに分離してしまい、製造直後における光輝性粉体の肌への付
着性も十分でないことがわかった。光輝性粉体をコーティングする油相を部分架橋型シリ
コーンや高重合度シリコーンに置換した化粧料２、化粧料３は、化粧料１と同様に、安定
な乳化組成物であった。光輝性粉体をコーティングする油相を２－エチルヘキサン酸トリ
グリセライドに置換した化粧料４は、比較的安定な乳化物を与えたが、安定性、肌への付
着性共に化粧料１には若干及ばなかった。
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